
フリーダイヤル☎0120－558－540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558－7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

　
ス
ポ
ー
ツ
に
興
味
の
あ
る
方
、
こ
れ
か
ら
始

め
よ
う
と
思
っ
て
い
る
方
、
気
軽
に
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。

　
体
育
館
を
使
用
す
る
場
合
は
、
室
内
用
運
動

靴
を
、
ま
た
、
プ
ー
ル
を
使
用
す
る
場
合
は
、

水
着
と
水
泳
帽
子
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
平
成
29
年
６
月
に
施
行
さ
れ
た
生

産
緑
地
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
生

産
緑
地
地
区
の
下
限
面
積
要
件
を
市

町
村
が
条
例
で
定
め
る
こ
と
で
、
５

０
０
平
方
　
か
ら
３
０
０
平
方
　
ま

で
引
き
下
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　
市
で
は
、
生
産
緑
地
地
区
農
地
所

　
市
で
は
、
緑
地
を
保
全
し
、
緑
化

を
推
進
す
る
た
め
、
保
存
緑
地
と
公

開
緑
地
の
指
定
制
度
を
設
け
て
い
ま

す
。
表
の
指
定
条
件
を
満
た
し
、

﹁
適
切
な
管
理
の
も
と
大
事
に
し
て

い
る
﹂
﹁
先
祖
代
々
受
け
継
い
で
大

切
に
し
て
い
る
﹂
な
ど
、
長
期
的
な

保
存
や
公
開
に
ふ
さ
わ
し
い
緑
地
を

お
持
ち
の
方
で
、
指
定
を
希
望
す
る

方
は
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定

は
、
市
長
が
必
要
と
認
め
、
所
有
者

な
ど
の
同
意
を
得
た
後
に
、
緑
地
保

全
審
議
会
に
意
見
を
求
め
決
定
し
ま

す
。
保
存
緑
地
は
、
指
定
後
、
樹
木

の
枯
死
を
防
ぐ
た
め
の
管
理
経
費
な

有
者
な
ど
の
意
向
や
面
積
要
件
の
引

下
げ
に
よ
る
都
市
農
地
の
保
全
・
活

用
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
条
例

を
制
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
こ
の
条
例
︵
案
︶
に
対
す
る
皆
さ

ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▽
条
例
︵
案
︶
の
概
要
　
生
産
緑
地

　
地
区
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
区

　
域
の
規
模
を
、
３
０
０
平
方
　
以

　
上
と
し
ま
す
。

▽
条
例
︵
案
︶
の
閲
覧
場
所
　
情
報

　
公
開
コ
ー
ナ
ー
︵
市
役
所
４
階
︶
、

　
都
市
計
画
課
︵
市
役
所
３
階
︶
、

　
五
日
市
出
張
所
、
中
央
公
民
館
、

　
各
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま

　
す
。

▽
意
見
の
提
出
方
法
　
10
月
４
日
㈮

　
︵
消
印
有
効
︶
ま
で
に
、
Ａ
４
用

　
紙
な
ど
に
意
見
と
住
所
、
氏
名
、

　
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
直
接
窓

　
口
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー
ル
の
い

　
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ

　
さ
い
。

※
電
話
や
窓
口
で
の
口
頭
に
よ
る
意

　
見
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

▽
そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見
は
、

　
個
人
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
編

　
集
し
、
概
要
な
ど
を
公
表
し
ま

　
す
。
個
別
に
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

▽
提
出
・
問
合
せ
　
都
市
計
画
課
計

　
画
係
︵
〒
１
９
７
ー
０
８
１
４
　

　
二
宮
３
５
０
、
　
５
５
８
・
１
１

　
７
９
、
　0

6
0
1
0
1
@
a
k
iru

　n
o
-in

fo
.to
k
y
o
.jp

︶

ど
、
保
存
に
関
す
る
費
用
の
一
部
を

予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
環
境
政
策
課
環
境
政
策

　
係
︵
☎
５
９
５
・
１
１
１
０
︶

（３）　令和元年（2019年）９月15日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）

防災行政無線放送を
電話で確認できます

種目・プログラム名

ミニテニス教室

インディアカ教室

新体力テスト

卓球教室

ダンススポーツ教室

柔道教室

合気道教室

空手道教室

吹矢教室

弓道教室

骨盤コアエクササイズ

ビギナー講習

80

−

−

−

−

40

25

−

100

−

30

−

20

−

−

50

30

−

−

20

25

20

−

20

30

30

30

30

30

−

30

30

−

20

小学生以上

１８歳以上

どなたでも参加可能

どなたでも参加可能

成人以上

幼児から中学生まで

小学生以上

小学生以上

小学生以上

小学校４年生以上

１６歳以上

高校生以上

参加可能

どなたでも参加可能

どなたでも参加可能

どなたでも参加可能

市内在住・在勤・在学者

年少から小学校４年生まで

１８歳以上

１８歳以上

２５ｍ以上泳げる方

どなたでも参加可能

２５ｍ以上泳げる方

親子

どなたでも参加可能

１６歳以上

１６歳以上

１６歳以上

１６歳以上

１６歳以上

１６歳以上

ビギナー講習修了者

ビギナー講習修了者

どなたでも参加可能

小学生

午前９時～正午

午前９時～午後０時３０分

午後１時３０分～４時

午前９時３０分～１１時３０分

午後１時３０分～４時３０分

午前９時～１１時

午後７時～８時３０分

午前９時～正午

午後１時～３時３０分

午前１０時～午後４時

午前１０時～１１時

午前１０時～・午後２時～・午後４時～

午前１０時～正午

午前９時３０分～１１時３０分

午後１時３０分～４時

午前９時～１１時

午前９時～午後４時

午前１０時～正午

正午～午後１時

午後１時～２時５０分

午後１時～３時３０分

午前９時１５分～１０時５５分

午後１時～３時

午後１時３０分～３時３０分

午前１０時～１０時５０分

午前１１時～１１時５０分

正午～午後０時５０分

午後１時～１時５０分

午後２時～２時５０分

午前９時３０分～・午後２時～
午後３時３０分～・午後６時３０分～
午前１０時３０分～１１時３０分

午後７時～７時４０分

午前１０時～午後３時

午後６時～７時

大体育室

小体育室

柔道場

剣道場

弓道場

第１トレーニング室

第２トレーニング室

第２工作室

市民運動広場

ターゲットバードゴルフクラブ教室

新体力テスト

中央公民館（☎559−1163）    

工作教室

総合グラウンド

テニス教室

少年少女野球教室

※個人開放は、秋川体育館（☎559−1163）にお問い合わせください。

※個人開放は、市民プール（☎550−1711）にお問い合わせください。

※個人開放は、五日市ファインプラザ（☎596−5611）にお問い合わせください。

※詳しくは、いきいきセンター（☎558−3344）にお問い合わせください。

山田グラウンド

ソフトテニス教室

サッカークリニック

いきいきセンター（☎558−3344）

市民プール（☎550−1711）

ワンポイントアドバイス

エンジョイ水中運動

水泳記録会

五日市ファインプラザ（☎596−5611）

バドミントン教室

水泳記録会

キッズプレイランド

工作教室

コリオスパイラル

ポルトブラ

フリースタイルダンス

ダンシングZUMBA

体調を整える気功

ビギナー講習

リズムステップ／ストレッチ

フロアｄｅエクササイズ／ストレッチ

場　所 時　　間 対　象 定員（人）

秋川体育館（☎559−1163）

保
存
緑
地
と

　
公
開
緑
地
の
指
定
制
度

10
月
14
日
㈪
「
体
育
の
日
」

　
　
　
　
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

〜 

市
内
体
育
施
設
で
行
わ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
体
験
や
教
室
な
ど
に
無
料
で
参
加
で
き
ま
す 

〜
 

 

 

 

表　保存緑地と公開緑地の指定条件

保存緑地

樹林地

樹木

屋敷林

生け垣

・面積が300㎡以上で、健全で、樹木・樹林などの形容が美観上優
　れている地域
・市民が散策などで自由に利用でき、５年以上継続して開放するこ
　とができる地域

面積が500㎡以上の、健全で、樹木・樹林などの形容が美
観上優れている地域

垣根として使用されているもので、少なくとも年１回以上
せん定などの管理が行われ、生け垣の長さが30ｍ以上の
もの

次のいずれかに該当し、健全で、樹木の形容が美観上優れ
ているもの
・1.5ｍの高さにおける幹の周囲が1.5ｍ以上のもの
・高さが15ｍ以上のもの
・株立ちした樹木で高さが３ｍ以上のもの

1.5ｍの高さにおける幹の周囲が１ｍ以上の樹木が５本以
上あるもの
※防風林など一団を形成し、美観上優れているもの

公開緑地

あ
き
る
野
市
生
産
緑
地
地
区
に

　
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
の
規
模
に
関
す
る

　
　
　
　
条
例
（
案
）
に
対
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す

広場全体

テニスコート

ソフトボール場C面

プール

体育室

プール

第２研修室

第３研修室

トレーニング室

テニスコート

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

FAX


